
   阿賀野市地方就職学生支援補助金交付要綱 

令和６年７月２６日 

告 示 第 １ ４ ６ 号 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

以下同じ。）の大学を卒業した学生の阿賀野市（以下「本市」という。）への

移住を伴う県内就職を支援するため、新潟県と共同して行う地方就職学生支

援事業において、東京圏内の大学を卒業し、本市に移住する見込みの者に対

して、予算の範囲内において阿賀野市地方就職学生支援補助金（以下「補助

金」という。）を交付するものとし、この交付に関して、阿賀野市補助金等

交付規則（平成１６年阿賀野市規則第５６号）及び新潟県移住・就業支援事

業及び新潟県起業支援事業実施要領（以下「県実施要領」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象となる者は、県実施要領に定める交付要件を満たす

ものとする。 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の金額は、内定への就職活動に要した交通費に２分の１を乗じ

た額とし、１人１０，０００円を上限とする。 

２ 前項の規定により算出した額に、１００円未満の端数が生じた場合は、こ

れを切り捨てる。 

３ 内定企業から交通費の一部について支給を受けた場合は、当該金額を除い

た額に対して補助率を乗じるものとする。 

４ 国、県、市町村その他公的支援機関等から同主旨の補助金の交付を別途受

けている場合は、その経費を補助対象外とする。 

 （交付回数） 

第４条 交付の回数は１人１回を限度とする。 

 （補助金の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、阿

賀野市地方就職学生支援補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様式）に、

次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 (１) 就業先の内定証明書（第２号様式） 

 (２) 学生証又は在学証明書の写し 

 (３) 交通費の領収書 



 (４) 写真付き本人確認書類の写し 

 (５) 住民票の写し（移住元の住所を確認できる書類） 

 (６) その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定の通知） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

阿賀野市地方就職学生支援補助金交付・不交付決定通知書（第３号様式）に

より、当該申請者に通知するものとする。この場合において、予算上の理由

等により当該年度における補助金の交付が不可であるときも同様とする。 

 （補助金の返還請求） 

第７条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合に該当する

とき、期日を定めて、当該各号に定めるとおり補助金の全額又は半額の返還

を請求することができるものとし、阿賀野市地方就職学生支援補助金交付決

定取消・返還金決定通知書（第４号様式）により、その旨通知するものとす

る。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があり、本

市が新潟県と協議して補助金の返還が不要と認めた場合は、この限りでない。 

 (１) 虚偽の申請であることや、居住や就業の実態がないことが明らかとな

った場合 全額 

 (２) 補助金の申請日から１年以内に第２条に定める要件を満たす職への

就業を行わなかった場合 全額 

 (３) 補助金の申請日から１年以内に本市に転入しなかった場合（ただし、

申請時に既に本市に住民票がある場合は除く。） 全額 

 (４) 就業日から１年以内に第２条に定める要件を満たす職を辞した場合

（ただし、退職日から３か月以内に、第２条の定める要件を満たす県内

の別の企業に就業する場合を除く。） 全額 

 (５) 転入日から３年未満に本市以外の市区町村に転出した場合 全額 

 (６) 転入日から３年以上５年以内に本市から転出した場合 半額 

 （補助金の交付、返還に係る情報提供） 

第８条 本市は、第５条の申請があったときは、補助金の申請情報、補助金交

付者の就業情報及び補助金返還対象者情報について、新潟県に提供すること

とする。 

 （報告及び調査） 

第９条 市長は、本事業について、効果及び県実施要領に基づく適切な実施等

を確認するため、必要な範囲内において、申請者又は交付決定者に対し、第

２条に定める交付要件の状況について、報告及び立入調査を求めることがで



きるものとする。 

 （その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和  年  月  日から施行する。 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


